
議案第４１号 

東京都板橋区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

令和３年１０月２９日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則 

 東京都板橋区立幼稚園条例施行規則（昭和４７年板橋区教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表東京都板橋区立高島幼稚園の項中「１４０名」を「１１０

名」に改める。 

付 則 

 １ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前

においても行うことができる。 

 

 （提案理由） 

 区立幼稚園の定員を変更する必要がある。 
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東京都板橋区立幼稚園条例施行規則 （新旧対照表） 

本文 

改正案 現行 

第 1 条 （略） 

 

（定員） 

第２条 東京都板橋区立幼稚園（以下「幼稚園」という。）の定員は、次の

とおりとする。 

幼稚園 定員 

東京都板橋区立高島幼稚園 110 名 

 

第３条～第１１条 （略） 

 

付 則 （略） 

 

付 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前にお

いても行うことができる。 

第１条 （略） 

 

（定員） 

第２条 東京都板橋区立幼稚園（以下「幼稚園」という。）の定員は、次の

とおりとする。 

幼稚園 定員 

東京都板橋区立高島幼稚園 140 名 

 

第３条～第１１条 （略） 

 

付 則 （略） 

 

付則追加 

 

 

 



 

令和３年１０月２９日 

教 育 委 員 会 資 料 

教育委員会事務局学務課 

 

 

東京都板橋区立幼稚園条例施行規則の一部改正概要（案） 

 

 令和２年１０月の「区立幼稚園のあり方検討（最終報告）」において、各学年の定員及

びクラス数を決定した。令和４年度板橋区立高島幼稚園の新入園児の申込受付を開始す

ることに伴い、「東京都板橋区立幼稚園条例施行規則（以下、「規則」という）」を一部改

正する。 

 

１ 改正概要 

規則第２条で規定されている定員を 140 名から 110 名に変更する。 

（内訳） 

３歳児クラス 定員 15名×２クラス 

４歳児クラス 定員 20名×２クラス 

５歳児クラス 定員 20名×２クラス 

 

２ 施行期日等 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、この規則を施行するために必

要な準備行為は、公布の日から施行する。 

 


